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■ 面談コーナー参加対象
○「福祉の就職総合フェア2010夏」面談コーナー（以下「ブース」）への参加について、以下の条件を全て満たしている法人・事業所等とします。
● 岡山県福祉人材センターが実施する無料職業紹介事業において、求人取扱対象事業であること
● ホームページ「福祉のお仕事」に求人票登録を行っていること
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■ ブース設営予定数　　60ブース（予定）
■ ブース参加料　　　　10,000円（1ブース）
○ ブース参加のお申込みをいただきました法人・事業所等には、平成22年7月下旬頃にブース料のご請求、当日までのご案内を郵送させていただきます。
[image: image3.wmf]○ ブース料をご入金いただいた後は、如何なる場合でも既入金のブース料は一切返還いたしませんので、その旨ご了承ください。
■ ブース参加申込期日　平成22年7月9日（金）必着
■ ブース申込受付　　　先着順
○ 郵送またはＦＡＸにて申込みください。なお、ＦＡＸでの申込みの場合は、必ず確認の連絡をお願いします。

○ 面談コーナー申込法人・事業所等が、ブース設営予定数を超過した場合は、お断りさせていただく場合もありますので、その旨ご了承ください。

■ 募集求人
○ 2010年度卒（2011年3月卒業見込）の新卒者採用、中途採用、また正職員、常勤（正職員以外）、非常勤・パートなど全ての求人を行っていただいて構いませんが、必ずホームページ「福祉のお仕事」に求人票登録を雇用形態別・職種別に登録してください。
■ 参加申込時の留意点

○ 面談コーナーへの参加申込みは、ホームページ「福祉のお仕事」に求人票登録を行っていることが必須条件となります。
○ 求人票登録のない法人・事業所等においては、たとえ早期にブース申込みをいただいていても、求人票登録を行った時点での申込受付とさせていただきます。
※ ホームページ「福祉のお仕事」に求人票登録がない場合は、ブースの受付をいたしません。
○ 面談コーナー参加申込書の「法人・事業所名（看板名）」は、「福祉の就職総合フェア」当日の看板名となりますので、ご注意ください。
○ 面談コーナー参加申込書の「参加予定者」は、参加申込み時点での参加予定者（全員）をご記入ください。
○ 参加者が変更となる場合は、変更の都度ご連絡を頂くか、もしくは当日の受付にて変更となった旨をご連絡ください。
○ 1ブースあたり4名までの参加とさせていただきます。参加予定者（変更可）にご記入のない方の当日参加は、ご遠慮願います。
■ その他の留意事項等
○「福祉の就職総合フェア」当日の資料に、面談コーナー参加申込書に記入されている法人名で登録されている全求人情報（平成22年7月現在で登録されている求人情報）を掲載します。
○ 平成22年 7月31日をもって公開期日が到来する求人は、ホームページ「福祉のお仕事」より公開終了日までに再登録処理をお願いします。
※ 平成22年7月31日をもって公開期日が到来した求人において、再登録処理（継続募集）が行われていない求人は、「福祉の就職総合フェア」当日の資料に、求人情報として掲載できません。
○ インターネットの操作環境（設備等）がない、ホームページ「福祉のお仕事」における操作方法、その他ご質問事項等がある場合は、お手数ではございますが、下記までお問合わせください。
■ 参加申込み・お問合わせ先

社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会　岡山県福祉人材センター

〒700-0807　岡山市北区南方2丁目13-1　きらめきプラザ1階
TEL：086-226-3507　／　FAX：086-801-9190
E-Mail：jinzaicenter@fukushiokayama.or.jp
ホームページ【福祉のお仕事】　　　http://www.nw.fukushi-work.jp/
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面談コーナー参加申込みにおける留意事項





《参考》 岡山県福祉人材センターの取扱範囲


① 社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業を実施する事業所（ただし、事業実施者が社会福祉法人の場合は、公益事業も含む）


② 介護保険法に規定する介護保険事業所


③ 障害者自立支援法に規定する事業を行う事業所


④ 地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所


⑤ 社会福祉法に規定する福祉事務所・児童福祉法に規定する児童相談所・身体障害者福祉法に規定する更生相談所・知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所・精神保健福祉法に規定する精神保健福祉センター


⑥ 福祉分野の国家資格を持つ専門職（社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士等）の場合は、①から⑤以外の社会福祉を目的とする事業を行う事業所を含む








